
「第７次京都府食の安心・安全行動計画」中間案について 

意見を募集しています。 

 

 京都府では、府民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識のもと、平成 17 年に

京都府食の安心・安全推進条例（平成 17年京都府条例第 53号）を制定し、条例に基づき食

の安心・安全の確保に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、「京都府食の安心・

安全行動計画」を策定しています。 

 この度、新たに令和７年度から 11 年度までの５年間の行動計画中間案を作成しました

ので、府民の皆様から御意見や御提案を次のとおり募集します。 

 お寄せいただいた御意見等につきましては、これに対する京都府の考え方を整理し、その

上で公表させていただくこととしております。 

 なお、個々の御意見等には直接回答いたしかねますので、御了承ください。 

 

１ 募集期間 

 令和６年 10月１日（火）から 10月 22日（火）まで（当日消印有効） 

 

２ 意見の提出方法 

 以下の提出先あて、Eメール（FAX・郵送可）により提出をお願いします。 

なお、電話による御意見等の提出は、御遠慮いただきますようお願いします。 

提出する様式は問いませんが、裏面の記入用紙も御利用いただけます。 

また、提出いただいた御意見等の内容を確認させていただく場合がありますので、差し 

支えなければ住所、氏名、電話番号、E-mailアドレスを御記入願います。 

 

３ 公表している資料 

  「第７次京都府食の安心・安全行動計画」中間案 

 

  公表資料については、京都府のホームページで御覧いただけます。 

（https://www.pref.kyoto.jp/comment/index.html） 

  また、公表資料については、農林水産部農政課、府政情報センター、各総合庁舎、府税

事務所、消費生活安全センター等で閲覧、配布しています。 

 

４ 提出先・問い合わせ先 

  〒602-8570（住所記載不要） 

京都府農林水産部農政課 食の安全・食育係 

  電話番号：075-414-5654 FAX：075-432-6866 

  E メール：nosei@pref.kyoto.lg.jp 
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京都府農林水産部農政課 あて （Eメール：nosei@pref.kyoto.lg.jp FAX：075-432-6866） 

 

「第７次京都府食の安心・安全行動計画」中間案 

～ 御 意 見 記 入 用 紙 ～ 

 

 行動計画の中間案に対する皆様の御意見を御自由にお書きください。 

 なお、電話での御意見については御遠慮いただくようお願いします。 

 

＜意 見＞ 

（                        ）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 御意見の内容を確認させていただく場合がありますので、差し支えなければ住所、

氏名、電話番号を記入してください。（公表はいたしません。） 
 

住所又は所在地 
 

 

氏名又は名称  電話番号  

Eメール  

 

＜お問い合わせ・御意見送付先＞ 

〒602-8570（住所記載不要） 

京都府農林水産部農政課 食の安全・食育係 

 電話番号：075-414-5654 FAX：075-432-6866 

 Eメール：nosei@pref.kyoto.lg.jp  
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